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自
死
遺
族

わ
か
ち
あ
い
の
つ
ど
い

大
腸
が
ん
検
診
（
郵
送
法
）

が
ん
検
診
会
場
の
変
更

後
期
高
齢
者
歯
科
口
腔

健
診
は
お
済
み
で
す
か
？

◆
対
象
者　

　

益
田
市
に
住
所
登
録
の
あ
る
方
で
、

　

・
接
種
日
に
65
歳
以
上
の
方

　

・
接
種
日
に
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心

臓
・
腎
臓
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
お

よ
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

免
疫
機
能
に
障
が
い
の
あ
る
方
（
身
体

障
害
者
手
帳
１
級
相
当
）

◆
接
種
費
用　

1
、6
0
0
円

※ 

生
活
保
護
世
帯
の
方
は
無
料
で
す
。詳
し
く

は
広
報
ま
す
だ
11
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

あなたは、今年度のがん検診
無料対象者ではありませんか？

（市ホームページや健康カレンダーでご確認ください）

受けないなんて、
もったいない !!

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

は
12
月
末
ま
で
で
す

（
年
末
は
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

　

大
切
な
人
を
自
死
（
自
殺
）
で
突
然
失
う
衝

撃
。
こ
れ
以
上
つ
ら
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
も
、
ど
う
か
一
人
で
悩
ま
な
い
で
く
だ
さ

い
。
一
緒
に
痛
み
を
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
⋮
。

　

自
死
遺
族
だ
け
で
運
営
し
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

日 　

12
月
22
日（
土
）  

14
：
00
～
17
：
00			

場　

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
（ 

駅
前
ビ
ル
Ｅ
Ａ
Ｇ
Ａ
）

問   
し
ま
ね
分
か
ち
合
い
の
会
・
虹

　
　
（
事
務
局
：
桑
原
さ
ん
）

　
　

☎
0
9
0
・
4
6
9
2
・
5
9
6
0

　

後
期
高
齢
者
歯
科
口
腔
健
診
は
12
月
末
ま
で

で
す
。
自
己
負
担
金
無
料
。

対 

象
者

昭
和
８
年
４
月
２
日
～
昭
和
18
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方

　

市
内
の
協
力
歯
科
医
院
で
受
診
で
き
ま
す
。

か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
院
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。
受
診
券
は
保
険
課
（
☎
31
・
0
2
1
2
）

に
て
再
発
行
し
ま
す
。

『  健康が自慢のあなたもがん検診  』

☆ 乳がん検診、子宮頸がん検診、ＨＰＶ
検査は対象者全員にクーポン券を送
付しています！！

☆ 乳がん検診は申込みが必要です。予
約できる検診日が残り少なくなっ
ていますので、早めに健康増進課

（☎ 31-0214）へご連絡を！

日
時　

12
月
17
日
㈪	

13
：
30
～
15
：
30

会
場　

津
田
集
会
所

　
　
　
　

⇦

　
　
　

安
田
地
区
振
興
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

に
変
更
し
ま
す
。

直
接
容
器
を
検
査
機
関
に
送
付
す
る
方
法

で
す
。

◆
容
器
配
布
期
間

　

平
成
31
年
1
月
7
日
㈪
～
2
月
1
日
㈮

12
月
1
日
は

　   

﹁
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
﹂
で
す

　

自
分
が
エ
イ
ズ
に
感
染
し
て
い
る
か
ど
う

か
は
、
検
査
を
受
け
て
み
な
い
と
分
か
り
ま

せ
ん
。
も
し
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
も
、
早

◆
料
金　

8
0
0
円

◆
容
器
配
布
場
所

　

・
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

　

・
美
都
総
合
支
所

　

・
匹
見
総
合
支
所

◆
ポ
ス
ト
投
か
ん
期
間

　

平
成
31
年
1
月
9
日
㈬
～
2
月
7
日
㈭

※ 

容
器
の
送
付
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
容
器

配
布
時
に
説
明
し
ま
す
。

　

乳
が
ん
・
子
宮
頸
が
ん
検
診
の
会
場
を
左

記
の
と
お
り
変
更
し
ま
す
の
で
、
受
診
の
際

は
ご
注
意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

い
段
階
で
わ
か
れ
ば
、
薬
を
飲
み
続
け
る
こ

と
で
普
通
の
生
活
を
送
れ
る
こ
と
か
ら
、
感

染
の
有
無
を
早
期
に
確
認
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

　

益
田
保
健
所
で
は
、
原
則
毎
月
第
１
・
３

月
曜
日
の
9
：
30
～
11
：
00
に
エ
イ
ズ
相
談
・

検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

検
査
は
、
無
料
・
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す

が
、
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。（
検
査
当
日

12
：
00
ま
で
受
付
）

　

検
査
に
か
か
る
時
間
は
、
採
血
か
ら
結
果

の
お
知
ら
せ
ま
で
約
1
時
間
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問   
益
田
保
健
所　

医
事
・
難
病
支
援
課

　
   
☎
31
・
9
5
4
9

問い合わせ先

市立保健センター   （ 23-7134）
　健康増進課 ☎ 31-0214
　子ども家庭支援課 ☎ 31-1381
　子ども福祉課 ☎ 31-0243
　地域医療対策室 ☎ 31-0213
美都総合支所 ☎ 52-2312
匹見総合支所 ☎ 56-0302
メールアドレス
hoken-center@city.masuda.lg.jp
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平
成
31
年
度 

　
保
育
所
等
入
所
希
望
者
募
集

〜	
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
稚
園
部
分

　

を
希
望
さ
れ
る
方（
1
号
認
定
）〜

〜
保
育
所
お
よ
び
認
定
こ
ど
も
園
の
保

育
所
部
分
を
希
望
さ
れ
る
方（
2
・
3

号
認
定
）〜

〔
対
象
者
〕

満
3
歳
以
上
で
、
教
育
を
希
望
さ
れ
る
方
。

※ 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の

機
能
を
併
せ
持
っ
た
施
設
で
す
。

〔
支
給
認
定
区
分
〕

〔
受
付
期
間
〕

１ 

次
募
集　

12
月
3
日
㈪
～
12
月
28
日
㈮

2
次
募
集　

１
次
募
集
で
定
員
に
満
た
な
い

　
　
　
　
　

保
育
所
等
は
随
時
募
集

〔
必
要
書
類
〕

① 

支
給
認
定
申
請
書
（
印
鑑
が
必
要
で
す
）

② 

入
所
申
込
書
兼
利
用
調
整
申
込
書

③ 

市
民
税
額
を
確
認
で
き
る
書
類
（
平
成
30

年
1
月
2
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
の
み
）

〔
入
園
申
込
み
〕

各
認
定
こ
ど
も
園
に
申
込
み
く
だ
さ
い
。

市
が
「
支
給
認
定
証
」
を
交
付
し
ま
す
。

※ 

申
請
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、
判
明

し
た
時
点
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

2
月
中
旬
～
3
月
下
旬
を
目
途
に
支
給
認

定
証
お
よ
び
保
育
料
決
定
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。（
6
月
以
降
の
入
所
を
希
望
さ
れ

る
方
に
つ
い
て
は
、
入
所
希
望
日
の
2
週

間
前
を
目
途
に
送
付
予
定
で
す
）

※ 

各
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
内
容
等
に
つ
い

て
は
、
希
望
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〔
保
育
料
の
納
付
〕

各
認
定
こ
ど
も
園
の
指
定
す
る
方
法
に
よ

り
納
付
し
ま
す
。（
保
育
料
は
市
が
決
定

し
ま
す
）

〔
対
象
者
〕

保
護
者
が
次
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
、

生
後
２
カ
月
か
ら
最
長
で
就
学
前
ま
で
の

乳
幼
児
が
入
所
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
	

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由

	

保
護
者
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

□ 

就
労
（
フ
ル
タ
イ
ム
の
ほ
か
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
、
夜
間
な
ど
基
本
的
に
全
て
の

就
労
に
対
応
）

□
妊
娠
、
出
産

□
保
護
者
の
疾
病
、
障
が
い

□ 

同
居
ま
た
は
長
期
入
院
し
て
い
る
親
族

の
介
護
・
看
護

認定区分 利用区分

1 号認定
教育標準時間

（6 時間程度）

※ 認定に際し、認定事由は必要あり
ません。

〔
受
付
期
間
〕

認
定
こ
ど
も
園
の
幼
稚
園
部
分
を
希
望
さ

れ
る
方
（
1
号
認
定
）と
同
様
で
す
。

認定区分 利用区分 １カ月の就労時間

2・3号
認定

保育標準時間
(11時間／日)

120 時間以上
（※）　　　　

保育短時間
(8時間／日)

48 時間以上
120 時間未満

※  120 時間の就労の目安⇒１カ月 4 週、週 5 日
勤務であれば 1 日 6 時間の就労（父母それ
ぞれ）

□
災
害
復
旧

□
求
職
活
動
（
起
業
準
備
を
含
む
）

□ 

就
学
（
職
業
訓
練
校
等
に
お
け
る
職
業

訓
練
を
含
む
）

□
虐
待
や 

Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

□ 

育
児
休
業
取
得
中
に
、
す
で
に
保
育
を

利
用
し
て
い
る
子
ど
も
が
お
り
、
継
続

利
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と

□ 

そ
の
他
、
右
記
に
類
す
る
状
態
と
し
て

市
長
が
認
め
る
場
合

〔
支
給
認
定
区
分
〕

「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」
に
応
じ
、市

に
お
い
て
支
給
認
定
を
行
い
ま
す
。

　

例
： 「
就
労
」
に
よ
る
認
定
の
場
合
は
、左

記
の
基
準
に
よ
り
認
定
し
ま
す
。

〔
必
要
書
類
〕

① 

支
給
認
定
申
請
書
（
印
鑑
が
必
要
で
す
）

② 

保
育
の
必
要
性
を
証
明
す
る
書
類
（
父
母

そ
れ
ぞ
れ
）

 •

仕
事（
育
休
中
を
含
む
）を
し
て
い
る
方
⇩

就
労
証
明
書

 •

妊
娠
出
産
・
疾
病
障
が
い
・
介
護
看
護
等

⇩
母
子
手
帳
、
診
断
書
な
ど
状
態
が
確

認
で
き
る
も
の

 •

災
害
復
旧
⇩
罹
災
し
た
こ
と
が
わ
か
る

書
類

 •

求
職
活
動
⇩
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
の
写
し

な
ど
求
職
中
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

も
の

 •

就
学
⇩
在
学
証
明
書
、
学
生
証
、
時
間

割
な
ど
が
確
認
で
き
る
も
の

③
入
所
申
込
書
兼
利
用
調
整
申
込
書

④
保
育
料
納
付
に
関
す
る
誓
約
書

⑤
市
民
税
の
税
額
を
確
認
で
き
る
書
類

（ 

平
成
30
年
1
月
2
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
方
の
み
）

⑥
口
座
振
替
依
頼
書

　
（
保
育
所
に
入
所
希
望
の
方
の
み
）

〔
入
所
決
定
〕

入
所
申
込
時
等
に
面
接
を
行
い
、
後
日
入
所

の
可
否
を
決
定
し
、
通
知
し
ま
す
。

※ 

申
込
者
が
多
数
の
場
合
、
市
の
利
用
調
整

基
準
に
基
づ
き
選
考
を
行
い
ま
す
。

※ 

申
請
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、
判
明

し
た
時
点
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 

※ 

入
所
承
諾
に
つ
い
て
は
、
2
月
中
旬
～
3

月
下
旬
を
目
途
に
、
支
給
認
定
証
お
よ
び
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入
所
承
諾
書
を
送
付
し
ま
す
。（
6
月
以

降
の
入
所
を
希
望
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

入
所
希
望
日
の
2
週
間
前
を
目
途
に
送
付

予
定
で
す
）

※ 

各
保
育
所
の
保
育
内
容
等
に
つ
い
て
は
、

希
望
す
る
保
育
所
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〔
保
育
料
の
納
付
〕

保
育
所
に
入
所
さ
れ
る
方
は
、
原
則
口
座

振
替
に
な
り
ま
す
。
認
定
こ
ど
も
園
に
入

園
さ
れ
る
方
は
、
各
施
設
の
指
定
す
る
方

法
に
よ
り
納
付
し
ま
す
。（
保
育
料
は
市

が
決
定
し
ま
す
）

〔
継
続
入
所
希
望
者
に
つ
い
て
〕

す
で
に
保
育
所
に
入
所
し
て
い
る
乳
幼
児

に
つ
い
て
は
、
次
年
度
も
継
続
し
て
入
所

を
希
望
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

「
現
況
届
兼
保
育
所
継
続
入
所
確
認
書
」

の
提
出
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
関
係
書

類
は
、
毎
年
11
月
下
旬
に
各
保
育
所
を
通

じ
て
保
護
者
の
方
に
配
布
し
て
い
ま
す
。

申  
問 

　

・
市
子
ど
も
福
祉
課　

保
育
係

　
　
（
駅
前
ビ
ル
E
A
G
A
2
階
）

　
　
　

☎
31
・
1
3
8
0

　

・
美
都
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
　
　

☎
52
・
2
3
1
2

　

・
匹
見
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
　
　

☎
56
・
0
3
0
2

　

・
入
所
希
望
保
育
所

　
　
（
電
話
番
号
は
下
記
の
と
お
り
）

○保育所の開所時間は延長時間を含みます。
○ 上記は平成 30 年 10 月 1 日現在ですので、内容に変更が生じる場合があります。

種 別 保育所（園）名 定 員 所在地 電話番号 開所時間（平日）
認定こども園 益田ひかり保育所 140 七尾町 ☎ 22-1467 6:45 〜 21:15

私立 めばえ保育園 110 東町 ☎ 22-7343 7:00 〜 20:20
私立 すみれ保育園 100 東町 ☎ 23-2655 7:20 〜 19:20
私立 豊川保育園 40 大谷町 ☎ 22-1629 7:00 〜 19:00
私立 真砂保育園 20 波田町 ☎ 26-0106 7:00 〜 19:00

認定こども園 吉田こども園 90 水分町 ☎ 22-1730 7:15 〜 19:30
私立 常盤乳児園 50 常盤町 ☎ 22-0951 7:15 〜 19:15
私立 葵保育園 90 赤城町 ☎ 23-0530 7:15 〜 19:15

認定こども園 まどころナーサリー
スクール 59 中島町 ☎ 23-5470 7:15 〜 19:15

私立 雪舟保育所 90 乙吉町 ☎ 22-8658 7:15 〜 19:15
私立 中須保育所 50 中須町 ☎ 22-3215 7:00 〜 19:00

認定こども園 原浜保育所 140 久城町 ☎ 23-0567 7:00 〜 20:00
私立 遠田保育園 40 遠田町 ☎ 27-0055 7:15 〜 19:15
私立 北仙道保育所 30 大草町 ☎ 22-7301 7:30 〜 18:30
私立 鎌手保育所 40 西平原町 ☎ 27-0578 7:00 〜 19:00
私立 高津保育園 90 高津一丁目 ☎ 22-4217 7:15 〜 19:15
私立 緑ヶ丘保育所 80 高津八丁目 ☎ 23-1283 7:15 〜 19:15
私立 うめっこハウス 1 高津四丁目 ☎ 22-8588 7:00 〜 19:00
私立 小野保育所 40 小浜町 ☎ 28-0045 7:00 〜 19:00
私立 須子保育園 60 須子町 ☎ 23-1709 7:00 〜 20:00

私立 須子保育園　
かもしま園 20 かもしま東町 ☎ 25-7330 7:00 〜 20:00

認定こども園 明星保育園 60 須子町 ☎ 23-4588 7:20 〜 19:20
私立 梅賀山保育園 30 本俣賀町 ☎ 25-2905 7:00 〜 19:00
私立 横田保育園 30 横田町 ☎ 25-1001 7:00 〜 19:00
私立 若葉保育園 30 横田町 ☎ 25-1298 7:00 〜 19:00

認定こども園 神田保育園 48 神田町 ☎ 25-2094 7:15 〜 19:15
私立 まるに保育所 30 白上町 ☎ 28-0090 7:00 〜 19:00
私立 川登保育園 40 川登町 ☎ 28-1067 7:00 〜 19:00
私立 わかくさ保育園 20 上黒谷町 ☎ 29-0104 7:30 〜 19:30
私立 都茂保育所 20 美都町山本 ☎ 52-2006 7:00 〜 19:30
私立 東仙道保育所 20 美都町仙道 ☎ 52-2033 7:00 〜 19:30
公立 匹見保育所 20 匹見町匹見 ☎ 56-0023 7:15 〜 19:15

益田市保育施設一覧（順不同）
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平
成
31
年
度 

私
立
幼
稚
園
入
園
希
望
者
募
集

幼
稚
園
は
子
ど
も
が
初
め
て
出
会
う
学
校

で
す
。

　

市
内
に
は
3
つ
の
私
立
幼
稚
園
が
あ
り
ま

す
。
幼
稚
園
は
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
「
学

校
」
と
し
て
、
3
歳
か
ら
小
学
校
入
学
前
ま

で
の
子
ど
も
が
、
全
国
ど
こ
で
も
共
通
の
教

育
課
程
（「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
文
部
科
学
省

告
示
）
に
基
づ
く
教
育
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※ 

教
育
内
容
等
、詳
し
く
は
各
園
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、各
園
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
で

き
ま
す
。

◆	

幼
稚
園
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、「
支

給
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〔
入
園
申
込
み
〕

入
園
申
込
み
は
、
各
園
で
受
付
け
て
い
ま

す
。

★ 

申
込
み
の
際
の
必
要
書
類
等
は
各
園
で
異

な
り
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
園
に
直
接
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
益
田
天
使
幼
稚
園（
中
吉
田
町
）

 

☎
22
・
1
4
7
7

★
益
田
幼
稚
園（
七
尾
町
） ☎
22
・
1
0
4
1

★
吉
田
幼
稚
園（
元
町
） 

☎
22
・
0
4
0
5

市
内
の
私
立
幼
稚
園

平
成
31
年
度 

4
月
か
ら
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

入
会
申
込
み
を
受
付
け
ま
す

★ 

い
ず
れ
の
園
も
年
度
途
中
の
入
園
は
可
能

で
す
。

〔
支
給
認
定
申
請
〕

支
給
認
定
の
申
請
に
基
づ
き
、
市
が
支
給

認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

★ 

入
園
を
希
望
す
る
幼
稚
園
で
支
給
認
定
申

請
書
様
式
を
受
取
り
、
各
園
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

★ 

平
成
31
年
3
月
下
旬
頃
に
支
給
認
定
証
を

交
付
す
る
予
定
で
す
。

〔
保
育
料
〕

市
が
定
め
る
保
育
料
で
、
児
童
と
生
計
を

同
一
に
し
て
い
る
父
母
の
市
民
税
額
に

よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

※ 
そ
の
他
、
園
独
自
に
実
費
徴
収
（
給
食
費
、

通
園
費
、
教
材
費
等
）
や
上
乗
せ
徴
収
が

生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

入
園
料
は
保
育
料
に
含
む
た
め
不
要
で
す
。

★ 

保
育
料
の
徴
収
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

★ 

支
給
認
定
・
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
左
記

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問   
市
子
ど
も
福
祉
課　

保
育
係

　
　
（
駅
前
ビ
ル
E
A
G
A
2
階
）

　
　
　

☎
31
・
1
3
8
0

　

市
で
は
、
就
労
等
に
よ
り
保
護
者
が
昼
間

家
庭
に
い
な
い
児
童
を
対
象
に
、
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
の
申
込

み
が
必
要
で
す
。

〔
対
象
〕
小
学
校
新
1
～
6
年
生

〔
実
施
校
区
〕

益
田
、
吉
田
、
高
津
、
安
田
、
吉
田
南
、
豊

川
、
西
益
田
、
中
西
、
東
仙
道
、
都
茂

※ 

鎌
手
地
区
に
つ
い
て
は
受
付
期
間
が
異
な

り
ま
す
の
で
別
途
ご
案
内
し
ま
す
。

〔
開
設
時
間
〕

　

授
業
日　
　
　

 

放
課
後
～
18
：
00

　

土
曜
日　
　
　

 

7
：
45
～
18
：
00

　

長
期
休
業
日 　

7
：
45
～
18
：
00　

　

※ 

た
だ
し
、保
護
者
が
就
労
で
時
間
内
の

お
迎
え
が
で
き
な
い
と
き
は
、
18
：
00
～

18
：
30
ま
で
延
長
利
用
で
き
ま
す
。
一
世

帯
あ
た
り
月
額 

1
、5
0
0
円
が
必
要

で
す
。

〔
利
用
料
〕

　

月
額
5
、5
0
0
円
（
別
途
お
や
つ
代
等

   

1
、5
0
0
円
程
度
必
要
）

※ 

2
人
以
上
同
時
入
会
の
場
合
、
2
人
目
以
降

は
月
額
4
、0
0
0
円

※ 

就
学
援
助
認
定
世
帯
お
よ
び
生
活
保
護
世

　
入
園
申
込
み
に
つ
い
て

帯
は
、
申
請
す
る
と
利
用
料
が
減
免
と
な

り
ま
す
。
申
請
に
は
認
印
が
必
要
で
す
。

〔
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
〕

　

年
額
8
0
0
円
程
度

〔
受
付
期
間
〕

　

12
月
3
日
㈪
～
28
日
㈮

※ 

こ
の
期
間
を
過
ぎ
て
申
込
み
を
さ
れ
る
と
、

4
月
1
日
か
ら
の
利
用
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

〔
申
込
方
法
〕

子
ど
も
福
祉
課
ま
た
は
美
都
総
合
支
所
地

域
振
興
課
窓
口
に
て
申
込
み
を
受
付
け
ま

す
。
そ
の
際
、
保
護
者
の
就
労
証
明
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

※ 

「
募
集
要
項
」
は
子
ど
も
福
祉
課
お
よ
び

美
都
総
合
支
所
地
域
振
興
課
で
配
布
し
ま

す
。
な
お
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

す
る
予
定
で
す
。

〔
そ
の
他
〕

※ 

現
在
入
会
中
の
方
で
、
継
続
入
会
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
こ
の
期
間
に
ク
ラ
ブ
を
通

じ
て
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
込
多
数
の
場
合
は
、
審
査
お
よ
び
選
考

と
な
り
ま
す
。

申  
問 

・
市
子
ど
も
福
祉
課

　
（
駅
前
ビ
ル
Ｅ
Ａ
Ｇ
Ａ
2
階
）

　
　

☎
31
・
1
3
8
0

・
美
都
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
　

☎
52
・
2
3
1
2
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官民協働で「益田市健康づくりカレンダー」を発行します
　市では、成人健（検）診・予防接種・母子保健事業等の情報をまとめた「益田市健康カレンダー」を毎年作成・配

布してきましたが、平成 31 年度から官民協働事業として内容を改定・編集し『益田市健康づくりカレンダー』
にリニューアルして発行します。
　平成 31 年４月末頃に全世帯へ配布する予定です。
　これは、市が保健事業に関わる情報を提供し、協働事業者の株式会社サイネックスが編集・製本などを行うも
ので、発行に必要な経費については、市内の事業所・団体等からの広告掲載料が充てられます。
　今後、株式会社サイネックスを通じて広告募集を行いますので、ご協力をお願いします。
※広告に関する詳細は下記まで問い合わせください。

問  株式会社サイネックス　浜田営業所　☎ 0855-23-2866

　市では平成 29 年度から、仕事と生活の調和を推進し、子育てにやさしい職場づくりに積極的に取組む
ことを宣言する企業等を募集し、「ますだ子育て応援宣言企業」として登録することにより、仕事と家庭
の両立を支援する企業の拡大をめざしています。今年度新たに６企業から登録をいただき、現在 17 企業
が登録されています。

【登録企業・団体等一覧】
  第1号 ：社会医療法人　正光会　　　　　　　第10号：株式会社　コガワ計画

  第2号 ：中国電力株式会社　益田営業所　　　第11号：イオンリテール株式会社　イオン益田店

  第3号 ：サン電子工業株式会社　益田工場　　第12号：高橋建設株式会社【新規】

  第4号 ：公益社団法人　益田市医師会　　　　第13号：社会福祉法人　梅寿会【新規】

  第5号：社会福祉法人　ほほえみ福祉会　　　第14号：三光ビル管理株式会社【新規】

  第6号 ：伸共木材協同組合　　　　　　　　　第15号：益田興産株式会社【新規】

  第7号 ：シマネ益田電子株式会社　　　　　　第16号：大畑建設株式会社【新規】

  第8号 ：益田赤十字病院　　　　　　　　　　第17号：第一生命保険株式会社　益田営業オフィス【新規】

  第9号 ：株式会社　三建技術

※宣言内容など詳細については、市ホームページをご覧ください。

※第 12 号～第 17 号は平成 30 年度にご登録いただいた企業です。

ますだ子育て応援宣言企業を随時募集しています。市内に活動拠点
があり、事業活動を行うすべての企業や団体が対象となります。
登録を希望される企業は、市ホームページ掲載の「ますだ子育て応
援宣言企業登録申請書」を子ども福祉課まで郵送、またはご持参く
ださい。

ますだ子育て応援宣言企業の登録企業を紹介します！

ますだ子育て応援宣言企業募集中！！
〈問い合わせ・提出先〉
市子ども福祉課
☎ 31-1380（8：30 ～ 17：15）
〒 698-0024　駅前町 17-1
駅前ビル EAGA２階


